
趣 旨
　六戸町では、若者の定住を促進するために、六戸町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦世帯
に対する家賃に対しその一部を予算の範囲内で補助します。

補 助 金 月 額
□20,000円を超えた部分の家賃を補助(ただし、20,000円を限度)
　例）家賃35,000円⇒補助金15,000円、家賃50,000円⇒補助金20,000円

補 助 対 象
世 帯 の 資 格

□申請の日において若者夫婦世帯（夫婦ともに年齢が40歳未満）であり、次の条件を満たすこと

　1 六戸町に２年以上継続して定住する意思があり、確約できること。

　2 令和4年４月１日から令和6年３月３１日までに町内の民間賃貸住宅に居住地を定めること。

　3 生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助等を受けておらず、かつ、
　　夫婦のいずれもがこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

　4 町税その他の納付金の滞納がないこと。（町外転入者は除く）

　5 居住地の町内会に加入すること。（未組織区域は除く）

　6 民間賃貸住宅入居する若者夫婦世帯であり、申請日において世帯全員の転入の日が
   それぞれ３か月以内であること。

　7 六戸町職員の住居手当の支給を受けないこと。

対象賃貸住宅

□賃貸契約に基づき入居する民間の賃貸住宅
　　ただし、公的賃貸住宅（町営住宅等）、社宅、官舎、事業所の寮、会社名義、
　　親族（６親等内血族、３親等内姻族）の所有、又は居住している住宅は除きます。

補 助 の 期 間

□補助を開始した月から２４か月
□補助を開始する月は、入居した月からとする。
　ただし、入居が月の途中で日割り計算後の金額が補助金月額に満たない場合は、次の月からと
する。

補 助 の 申 請

□補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第一号）に次に掲げる
　書類を添付して申請してください。

　1入居者全員の住民票又は外国人登録済証明書の写し
　2前年度分の町税の納税証明書（町外転入者は、書類提出不要）
　3民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
　4定住確約書（様式第二号）
　5町内会加入証明書（様式第三号）
　6その他町長が必要と認める書類
　7口座振替申込書

　※入居後三か月以内とする。
　　申請期限を超えた場合は、二年以内に申請したものに限りで有効とします。
　　ただし、この場合、補助の期間は資格を有した日から起算し、遡及はできないものとします。
　
　※補助金の交付は1回限りです。

若者定住支援事業補助金

令和５年４月１日



資 格 の 喪 失

　1夫婦の離婚等により離別又は別居したとき。ただし、離別後に子供と同居する場合は除く。
　2生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助等を受けたとき。
　3当該民間賃貸住宅から転居したとき。
　　ただし、この要綱で補助対象の民間賃貸住宅に転居した場合はこの限りでない。
 　*六戸町に２年以上継続して定住することが資格要件となっております。定住期間が
　２年未満で町外へ転出した場合は補助金全額返還となります。
　4家賃額が二万円以下となったとき。

注 意 事 項

□３か月を超えてからの申請の場合
　入居後３か月以内に補助の要件を満たしていることが　必要であり、３か月経過後に
要件を満たしたものは補助対象外となる。

　例）入居後又は結婚後３か月経過後に町内会に加入した。
（他の要件は３か月以内に満たしていた。）

交 付 の 決 定
□書類審査後、約１週間で通知

□請求書兼実績報告書（様式第5号）

□家賃支払確認書（様式第6号）又は領収書の写し若しくは、家賃受領者が発行する家賃支払が確
認できる書類

期　 別 　　  対象家賃  　　    （請求・実績期間）
 第１期   ３月・　４月・　５月分　（　６月１日～１５日）
 第２期   ６月・　７月・　８月分　（　９月１日～１５日）
 第３期   ９月・１０月・１１月分　（１２月１日～１５日）
 第４期 １２月・　１月・　２月分　（　３月１日～１５日）

補助金の確定
□書類審査後、約１週間で通知

補助金の交付
□書類審査後、約２週間で交付

要 注 意
対象世帯の資格
と 補 助 金 返 還

　※定住が２年に満たない場合、受領した補助金全額返還となることが
　ありますのでご注意願います。

問い合わせ：六戸町役場　まちづくり推進課
代表：０１７６－５５－3111
直通：０１７６－５５－2411

補助金の請求
実 績 報 告
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